
【農作業安全】

チェック項目➈ チェックの判断基準となる取組内容

作業安全に配慮した適正な作業環境へ
の改善（作業方法の改善や危険箇所の表
示、保護具の着用、機械・器具の操作方
法確認等）を行っている。

◆ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：
農業）における事業者向けチェックシート（Ｐ.８参照）に基
づき取組の点検を行っており、「該当しない」以外は、すべ
て「実施」又は「今後、実施予定」となっている。

上欄のチェックシートを用いない場合は、以下のいずれかに
取り組んでいる。
◆ 日頃から作業手順等を確認するとともに、危険性が高いと感

じた事象を踏まえて、作業手順等を見直している。
◆ 事故が発生した場合に備え、被害を最小限に抑えるための対

応を行っている。
◆ 営農上の行動範囲における危険箇所について、改善している

又は表示板の設置等により明示している。
◆ 危険性が高いと感じた事象を、従業員や作業受託者と共有し

ている。
◆ 回転部に巻き込まれないよう袖口がしまった服装をしたり、

転倒・転落等の危険性がある作業時はヘルメットを着用する
等、適切な保護具・服装を着用して作業を行っている。

◆ 資機材等を初めて使用する時を含め、農業機械、器具等の取
扱説明書の確認等を通じて、適正な使用方法や注意事項を理
解し、実践している。

取組に関する重要情報

◆ 作業機械による事故に加え、搾乳中、出荷時などに牛が予想外の動きを取ることなどによる事故が発
生してます。

◆ 未然に防ぐためには、以下の点が重要です。
・機械の点検等を行う際には、警告表示プレートを使用し、作業中であることを他者に伝える
・急な動作で牛を驚かさない、ヘルメットや安全靴の着用する ７



※参考：農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：農業）における
事業者向けチェックシート
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【農薬・肥料の取扱い】

チェック項目⑩ チェックの判断基準となる取組内容

農薬の適正な使用・保管を行っている。

◆ ラベルに記載されている適用作物、使用方法、使用上の
注意事項、被害防止方法等を確認している。

◆ ラベルの表示に基づき、安全に作業を行うための服装（
防除衣）や保護具を着用している。

◆ 隣接地に他作物がある場合には、飛散の少ない剤型・飛
散低減ノズルの使用に努め、周りに影響が少ない天候や
時間帯を選択して散布を行っている。

◆ 住宅地に近接する農地の場合には、周辺住民に対して、
農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使
用者の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知し
ている。

◆ 複数の薬剤を使用する場合には、器具内部に農薬が残ら
ないよう防除器具を十分に洗浄している。

◆ 鍵のかかる保管庫に農薬を保存する等、適切に管理を行
っている。

◆ 誤飲・誤食等を防ぐため、別容器への農薬の移し替えを
行わないようにしている。

取組に関する重要情報

◆ 農薬を使用する際には、確認作業が重要です。
◆ 確認不足や思い込みにより間違った農薬、期限切れの農薬を使用しないよう、また、間違った使い方

をしないようにしましょう。

※飼料生産を行っている（委託生産も含む）場合は、確認ください
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【農薬・肥料の取扱い】

チェック項目⑪ チェックの判断基準となる取組内容

農薬の使用状況等の記録を保存してい
る。

◆ 農薬の使用に当たっては、使用日、使用場所、使用した
農作物、使用した農薬の種類又は名称、単位面積当たり
の使用量又は希釈倍数等を記録している。

◆ 作成した記録は、一定期間、適切に保存している。

取組に関する重要情報

◆ 農薬の使用状況を記録することは重要です。記録は、農薬を適正に使用したことを示すことになり、
農薬の在庫管理にも繋がります。保管期間は、作付け終了後１～３年ほどを目安に、万が一の際の使
用履歴の照会に対応できるような期間で設定しましょう。

※飼料生産を行っている（委託生産も含む）場合は、確認ください

チェック項目⑫ チェックの判断基準となる取組内容

病害虫・雑草が発生しにくい生産条件
(作期の移動、品種の選択、発生状況の把
握等)を整備している。

◆ 自己所有地の雑草、残さ等の除去を行っている。
◆ 飼料生産に影響を及ぼしそうな自己所有の土地以外の雑

草繁茂、残さ等の状況を把握している。

取組に関する重要情報

◆ 総合的病害虫・雑草管理（IPM）の考え方が重要です。特に、飼料作物では登録されている
薬剤は少ないため、草勢の維持、耕うん、雑草の抜き取り、放牧圧を高める管理等耕種的防除
が中心的技術となります。
（①農林水産省Webサイト https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/g_ipm/）

（②農薬工業会Webサイト https://www.jcpa.or.jp/qa/a6_05.html）
（③（一社）日本植物防疫協会Webサイト

https://www.jppa.or.jp/technorogy/byogaichu/ipm）

ご存じなければ、
下記ＵＲＬより
御確認ください。

① ② ③
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チェック項目⑬ チェックの判断基準となる取組内容

肥料･堆肥の使用状況等の記録を保存し
ている。

◆ 肥料の使用に当たっては、施肥場所（ほ場名等）、施肥
日、肥料の名称、施肥量、施肥方法（散布機械の特定を
含む）、作業者名を記録している。

◆ 作成した記録は、一定期間、適切に保存している。

取組に関する重要情報

◆ 肥料や堆肥の使用状況と作物の生育状況を比較することで次作の施肥設計の参考とすることができる
ほか、生産した飼料の品質に問題が生じた際には、記録が原因追及の一助となります。保管期間は、
作付け終了後１～３年ほどを目安に、万が一の際の使用履歴の照会に対応できるような期間で設定し
ましょう。

【農薬・肥料の取扱い】 ※飼料生産を行っている（委託生産も含む）場合は、確認ください
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チェック項目⑭ チェックの判断基準となる取組内容

家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る
不正競争防止に関する法律を遵守している。

◆ 以下の全ての取組を実践できるよう内容を認識している。
・正しい証明書（誤った記載事項が無いなど）が添付さ
れた精液・受精卵であることを確認して使用している
など家畜改良増殖法を遵守すること。

・精液・受精卵の譲渡契約（譲渡・利用できる範囲（国
内又は県内など）、譲渡・利用の目的（繁殖用牛又は
肥育牛生産用など））を遵守すること。

取組に関する重要情報

◆ 正しい証明書が添付されていない精液や受精卵を譲渡・使用（注入・移植）することは不正行為です。
◆ 他人の飼養する雌畜への家畜人工授精等は、獣医師又は家畜人工授精師の資格が必要です。
◆ 精液・受精卵を他者に譲渡する（無償も含む）ために保存している場合は、家畜人工授精所の開設許可

が必要です。
◆ 和牛の精液は、譲渡契約により国内（県有牛の場合は県内の場合もある）での使用に制限されています。

使用にあたっては、契約書や事業者のホームページ等により使用者の範囲や使用目的を確認しましょう

【遺伝資源保護】 ※和牛生産を行っている場合は、確認ください
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